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​（趣旨）​

​第​​１​​条​ ​こ​​の​​要​​綱​​は、​​以​​下​​を​​目​​的​​と​​し​​て​​障​​が​​い・​​医​​療​​的​​ケ​​ア​​児​​保​​育​​事​​業​​を​​実​​施​​す​​る​​事​​業​​者​

​に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し、札幌市補助金等​

​交付規則（令和８年規則第24号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要​

​な事項を定める。​

​(1)​​障​​が​​い​​児​​保​​育​​に​​あっ​​て​​は、​​心​​身​​に​​障​​が​​い​​を​​有​​す​​る​​児​​童​​を​​他​​の​​児​​童​​と​​集​​団​​保​​育​​を​​す​​る​

​ことにより、障がい児の成長発達を促進するとともに児童の福祉の増進を図ること​

​を目的とする。​

​(2)​ ​(1)​​に​​お​​い​​て、​​多​​様​​な​​事​​業​​者​​の​​参​​入​​促​​進・​​能​​力​​活​​用​​事​​業​​（以​​下​​「多​​様​​な​​事​​業​​者​​の​​参​

​入促進事業」という。）の実施により、私立認定こども園における特別な支援が必​

​要な子どもの良質かつ適切な保育等の提供体制の確保を図る。​

​(3)​​医​​療​​的​​ケ​​ア​​児​​保​​育​​に​​あっ​​て​​は、​​日​​常​​生​​活​​及​​び​​社​​会​​生​​活​​を​​営​​む​​た​​め​​に​​恒​​常​​的​​に​​医​​療​​的​

​ケアを受けることが不可欠である児童（以下「医療的ケア児」という。）に対し看​

​護師を配置し、集団保育及び医療的ケアを行うことを目的とする。​

​　（定義）​

​第​​２​​条​ ​こ​​の​​要​​綱​​に​​お​​い​​て、​​次​​の​​各​​号​​に​​掲​​げ​​る​​用​​語​​の​​定​​義​​は、​​そ​​れ​​ぞ​​れ​​当​​該​​各​​号​​に​​定​​め​​る​

​ところによる。​

​(1)　認可保育所　児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第35条第​

​4項の認可を受けた、同法第39条第１項に規定する保育所をいう。​

​(2)　幼保連携型認定こども園　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供​

​の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）第​

​２条第７号に規定する施設をいう。​



​(3)　保育所型認定こども園　法第39条第１項に規定する施設であり、かつ、認定こど​

​も園法第３条第１項の認定を受けている施設をいう。​

​(4)　地方裁量型認定こども園　認定こども園法第3条第1項の認定を受けた保育機能施​

​設をいう。​

​(5)　保育所等　前号までに掲げる施設をいう。​

​(6)　幼稚園型認定こども園　認定こども園法第３条第１項の認定を受けた幼稚園また​

​は同条第３項の認定を受けた連携施設をいう。​

​(7)　地域型保育事業所　子ども・子育て支援法第７条第５項に規定する地域型保育事​

​業（居宅訪問型保育事業を除く。）であって、法第34条の15第２項の規定により、​

​札幌市長（以下「市長」という。）の認可を受けた事業所をいう。​

​(8)　保育所等及び地域型保育事業所等　前号までに掲げる施設をいう。​

​(9)　実施事業者　次条に掲げる事業を実施する保育所等の設置者をいう。​

​(10)　補助事業者　前号に掲げる実施事業者のうち、本要綱に基づく補助金の交付を受​

​けた者をいう。​

​（補助対象児童）​

​第３条　この要綱に基づく補助金のうち障がい児保育事業費補助金の対象となる児童は、​

​保育所等の入所児童のうち、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第19条第１​

​項第２号及び第３号に規定する子どもであり、かつ、札幌市障がい・医療的ケア児保育​

​事業実施要綱（平成18年９月29日子ども未来局長決裁。以下「実施要綱」という。）第​

​３条に規定する対象児童をいう。また、医療的ケア児保育事業費補助金の対象となる児​

​童は、保育所等及び地域型保育事業所等の入所児童のうち、子ども・子育て支援法（平​

​成24年法律第65号）第19条第１項に規定する子どもであり、かつ、実施要綱第３条に規​

​定する対象児童をいう。なお、多様な事業者の参入促進事業費補助金の対象となる児童​

​は、各認定こども園（ただし、学校法人立の認定こども園を除く）の入所児童のうち、​

​子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第19条第１項第１号に規定する子どもで​

​あり、かつ、実施要綱第３条に規定する対象児童をいう。​

​２　前項の規定にかかわらず、保育所等及び地域型保育事業所等において私学助成（特別​

​支援教育経費）による補助対象とされた児童は、同一保育所等における当該年度につい​

​て、この要綱に基づく補助の対象から除外する。​

​（補助対象事業）​

​　第４条　この要綱に基づく補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）​

​は、実施要綱に基づき保育所等及び地域型保育事業所等が行う障がい児保育事業、医療​

​的ケア児保育事業及び多様な事業者の参入促進事業とする。​

​（補助金額の算定方法）​

​第​​５​​条​ ​障​​が​​い​​児​​保​​育​​事​​業​​費​​補​​助​​金​​及​​び​​多​​様​​な​​事​​業​​者​​の​​参​​入​​促​​進​​事​​業​​費​​補​​助​​金​​の​​額​​は、​​別​

​表1及び別表２に定める児童一人当たりの基準額に、前条に定める事業の対象として保​

​育等の実施を行った当該児童毎の月数の合計を乗じて得た額と当該実施事業者が支出し​

​た対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。また、医療的ケア児保育事業​

​費補助金の額は、別表３に定める基準額と当該実施事業者が支出した対象経費の実支出​

​額とを比較して少ない方の額とする。​

​２　前項に定める月数の計算に当たっては、月途中の認定、認定解除又は退所によって一​

​月未満の期間が存する場合には、それぞれ一月として計算するものとする。​

​３　月途中に認定区分が変更となる場合には、当該月の基準額は月初日の認定区分に基づ​

​くものとする。​

​４　ただし、対象経費のうち人件費については、公定価格及びその他の補助制度の対象と​

​なるものを除く。​

​（補助金の交付申請）​

​第６条　実施事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助金​

​交付申請書（障がい児保育事業費補助金の場合は様式１の１、多様な事業者の参入促進​

​事業費補助金の場合は様式１の２及び医療的ケア児保育事業費補助金は様式１の３）​

​を、毎年度、市長に提出するものとする。​

​２　前項の補助金の交付申請以降、入所児童が新たに障がい児保育事業費補助金の対象と​

​なる児童、多様な事業者の参入促進事業費補助金の対象となる児童及び医療的ケア児保​



​育事業費補助金の対象となる児童となった場合は、市長が別に定める方法により申請を​

​行うこととする。​

​（補助金の交付決定）​

​第７条　市長は、前条に定める補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査​

​し、補助することが適当であると認めるときは、補助金額を決定し、補助金交付決定通​

​知書（障がい児保育事業費補助金の場合は様式２の１、多様な事業者の参入促進事業費​

​補助金の場合は様式２の２、医療的ケア児保育事業費補助金の場合は様式２の３）によ​

​り、実施事業者に通知するものとする。​

​（補助金の概算交付）​

​第８条　市長は、前条により補助金額を決定したときは、実施事業者の申出に基づき、決​

​定額に相当する額を概算交付することができる。​

​（事業実績報告）​

​第​​９​​条​ ​補​​助​​金​​の​​交​​付​​決​​定​​を​​受​​け​​た​​実​​施​​事​​業​​者​​は、​​当​​該​​年​​度​​の​​補​​助​​対​​象​​事​​業​​終​​了​​後​​又​​は​​補​

​助対象事業廃止後一月以内に、事業実績報告書（障がい児保育事業費補助金の場合は様​

​式３の１、多様な事業者の参入促進事業費補助金の場合は様式３の２、医療的ケア児保​

​育事業費補助金の場合は様式３の３）を市長に提出しなければならない。​

​（補助金額の確定）​

​第​​10​​条​ ​市​​長​​は、​​前​​条​​に​​定​​め​​る​​事​​業​​実​​績​​報​​告​​書​​の​​提​​出​​を​​受​​け​​た​​と​​き​​は、​​事​​業​​内​​容​​を​​審​​査​

​し、補助条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金確定通知書（障が​

​い児保育事業費補助金の場合は様式４の１、多様な事業者の参入促進事業費補助金の場​

​合は様式４の２、医療的ケア児保育事業費補助金の場合は様式４の３）により、実施事​

​業者に通知するものとする。​

​（補助金の精算）​

​第11条　市長は、前条に定める補助金の確定額が、既に交付した補助金額を超えるとき​

​は、確定額に不足する額を交付し、満たないときは、期限を定めてその満たない額を返​

​還させるものとする。​

​（補助金の交付決定の取消し）​

​第12条　市長は、申請者が規則第17条第１項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付​

​決定の全部又は一部を取消すことができる。​

​２　前項の規定は、第10条に定める補助金額の確定があった後においても適用があるもの​

​とする。​

​３　市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該申請​

​者に通知するものとする。​

​（補助金の返還）​

​第13条　市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消​

​しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還​

​を命じなければならない。​

​（加算金及び延滞金）​

​第14条　補助事業者は、第12条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられ​

​たときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助​

​金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した​

​額）につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179​

​号）第19条第１項の規定に準じた年利で計算した加算金を本市に納付しなければならな​

​い。​

​２　補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったとき​

​は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき補助金等に係る予​

​算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第19条第２項の規定に準じた​

​年利で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。​

​３　市長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又​

​は延滞金の全部又は一部を免除することができる。​

​（他の補助金等の一時停止等）​

​第15条　市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金​

​の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業につ​



​いて交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又​

​は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。​

​（立入調査等）​

​第​​16​​条​ ​市​​長​​は、​​補​​助​​金​​に​​係​​る​​予​​算​​の​​執​​行​​の​​適​​正​​を​​期​​す​​る​​た​​め、​​必​​要​​が​​あ​​る​​と​​認​​め​​る​​と​​き​

​は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第2項の規定に基づき、補助事業者に対​

​して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の​

​物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。​

​（委任）​

​第17条  この要綱の実施に当たり、その他の必要な事項は支援制度担当部長が定める。​

​附　則​

​１　この基準は、平成８年４月１日から施行する。​

​２　札幌市障害児保育事業補助金交付基準（昭和５７年８月２６日制定）は廃止する。​

​附　則​

​この基準は、平成９年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１０年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１１年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１４年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１５年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１６年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成１８年６月14日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。​

​附　則​

​１　この要綱は、平成18年10月1日から施行する。​

​附　則​

​１　この基準は、平成20年４月１日から施行する。​

​２　この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定によってなされた交付決定その他の行​

​為は、この要綱の相当規定によってなされた交付決定その他の行為とみなす。​

​附　則​

​この基準は、平成22年８月31日から施行し、平成22年４月１日から適用する。​

​附　則​

​この基準は、平成23年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成24年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成25年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成27年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成28年​​４​​月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成29年​​４​​月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成30年​​４​​月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、平成30年12月12日から施行し、平成30年​​10​​月1日から適用する。​

​附　則​

​この基準は、平成31年​​４​​月１日から施行する。​



​附　則​

​この基準は、令和２年​​４​​月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、令和４年３月２日から施行し、医療的ケア児保育事業費補助金に関する規定​

​については、令和３年４月１日から適用する。​

​附　則​

​この基準は、令和５年２月17日から施行し、医療的ケア児保育事業費補助金に関する規定​

​については、令和４年４月１日から適用する。​

​附　則​

​この基準は、令和５年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、令和６年１月26日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、令和６年４月１日から施行し、現に改正前の要綱の規定によってなされた交​

​付決定その他の行為は、この要綱の相当規定によってなされた交付決定その他の行為とみ​

​なす。​

​附　則​

​この基準は、令和７年４月１日から施行する。​

​附　則​

​この基準は、令和８年４月28日から施行し、令和８年４月１日から適用する。​

​　​

​別表１　障がい児保育事業について​

​区　　分​
​児童一人当たり​

​の基準額​
​補助対象経費​

​障がい・医療的ケア児​

​保育実施要綱別表1-1​

​（この表において以下​

​同じ）において、軽度​

​に区分される児童​
​９７，３２０円​

​障がい児を保育する​

​ための保育士等の人​

​件費等、障がい児保​

​育事業に要する経費​

​中度に区分される児童​

​重度に区分される児童​

​別表２　多様な事業者の参入促進・能力活用事業について​

​児童一人当たりの基準額​ ​補助対象経費​

​６５，３００円​

​支援が必要な子どもを受け入れる​

​ための保育士等の人件費等、多様​

​な事業者の参入促進・能力活用事​

​業に要する経費​



​別表３　医療的ケア児保育補助事業について​

​補助基準額（１か所当たり）​ ​補助対象経費​

​１．基本分単価​

​（１）一カ月に、児童一人が在​

​籍し、看護師を配置する​

​場合の基準額​

​　月額　４８３，１００円​

​（２）一カ月に、児童二人以上​

​が在籍し、複数の看護師​

​を配置する場合の基準額​

​月額　９６６，２００円​

​※児童二人以上が在籍し、看​

​護師を複数配置していな​

​い場合の基準額は（１）​

​を適用する。​

​医療的ケアが必要な子どもを受け​

​入れるための看護師の人件費等、​

​医療的ケア児保育補助事業に要す​

​る経費​

​２．加算分単価​

​（１）研修受講支援加算​

​　年額　３００，０００円​

​（２）医療的ケア児の備品補助​

​　年額　１００，０００円​

​（３）災害対策備品整備​

​　年額　１００，０００円​

​（４）園外活動移動支援加算​

​　年額　４０，０００円​

​（１）医療的ケア児保育補助事業​

​を実施するために必要な研​

​修の受講に要する経費​

​（２）医療的ケア児保育補助事業​

​を実施するために必要な備​

​品の購入に要する経費​

​（３）医療的ケア児保育補助事業​

​を実施するために必要な災​

​害対策備品の整備に要する​

​経費​

​（４）医療的ケア児保育補助事業​

​を実施するために必要な園​

​外活動における移動に要す​

​る経費​


